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 オミクロン株対応ワクチン接種及び 

5 歳から 11 歳の小児に対する３回目接種開始等について 

 

 

オミクロン株対応ワクチンについて、1･2 回目接種を完了した 12 歳以上の全ての

方を対象とした接種を開始するとともに、5 歳から 11 歳の小児に対する 3 回目接種

を開始します。 

また、オミクロン株対応ワクチン接種開始に伴い、LINE を活用したオンライン申請 

を開始します。 

 

■ オミクロン株対応ワクチン接種開始について 

1･2 回目接種を完了した 12 歳以上の全ての方（約 350,000 人）を対象に 9 月下旬 

から順次開始します。 

なお、オミクロン株対応ワクチンは、最終接種日から 5 か月経過した方を対象に 1 

回接種します。 

また、オミクロン株対応ワクチンに関する情報を広く市民の方にお知らせするため、

広報紙「町田市コロナワクチン特別号その 4」を作成し、10 月 3 日（月）からポス

ティングによる全戸配布を行います。市ホームページでも閲覧可能です。 

 

(1)対象者及び接種券 

①4 回目接種券をお持ちで未接種の方  

9 月 26 日（月）から、4 回目接種の対象者（60 歳以上、基礎疾患、医療従事者等）

のうち、未接種の方（4 回目の接種券をお持ちの方）を対象に接種を開始します。 

 

対象者 人数 接種券 接種開始日 

60 歳以上等で 

4 回目未接種者 
約 35,000 人 手元にある配達済の接種券を使用 9 月 26 日から 
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② ①以外の方 

以下のスケジュールで接種券を発送し、10 月中旬から順次、接種することができ

ます。 

対象者 人数 接種券発送時期等 接種開始日 

5 回目対象者 

（4 回目接種済） 
約 100,000 人 

4 回目接種日から 5 か月経過する

日の 2 週間前までに発送 

10 月中旬から

順次接種可能 

4 回目対象者 

（3 回目接種済） 
約 145,000 人 10 月 7 日（金）から順次発送 

3 回目対象者 

（2 回目接種済） 
約 70,000 人 手元にある配達済の接種券を使用 

 

(2)予約方法 

接種券が、お手元に届き次第、予約ができます。 

① インターネット予約 

「町田市新型コロナワクチン接種予約サイト」（24 時間受付） 

② 電話予約 

「町田市新型コロナワクチン接種予約センター」TEL 042-785-4117 

午前 8 時 30 分～午後 7 時 全日(土日祝日含む) 

 

(3)接種会場 

オミクロン株に対応したファイザー及びモデルナ社製ワクチンを使用し、以下

の会場で接種を実施します。 

① 個別接種（病院・診療所）約 120 か所予定 

9 月 26 日（月）から（準備が整った病院・診療所から接種実施） 

② 集団接種（公共施設等 10 か所) 

9 月 30 日（金）から順次、接種実施（初日は忠生市民センターのみで実施） 

生涯学習センター、忠生市民センター、南市民センター、鶴川市民センター、 

堺市民センター、小山市民センター、成瀬コミュニティセンター、 

サン町田旭体育館、町田市立総合体育館(小体育室) 、町田パリオ 

 

※ 1･2 回目が未接種の方を対象に月 1 回程度、集団接種会場で現行のワクチン

を接種します。 

 

■ 5 歳から 11 歳の小児に対する 3 回目接種の開始について 

  現在接種している小児用ファイザー社製ワクチンを使用し、3 回目接種を開始し

ます。 

対象：2 回接種を完了した 5 歳から 11 歳の方 

接種券発送開始日：9 月 22 日（木） 

 接種会場：病院・診療所（約 20 か所）、集団接種会場 

 使用するワクチン：1･2 回目接種と同じ小児用ファイザー社製ワクチン 

予約方法：接種券がお手元に届き次第、インターネット及び電話で予約ができます。

（オミクロン株対応ワクチンの予約方法と同様） 



 

■ LINE を活用した接種券発行申請の開始について 

  オミクロン株対応ワクチン接種開始に伴い、接種券発行申請が増加することが想

定されるため、以下の申請手続きについて、LINE によるオンライン申請を 9 月 30

日（金）から開始します。 

対象手続き 

① 転入者の接種券発行 

② 接種券再発行 

③ 法定代理人による接種券の送付先変更 

 

 

 

 

■ 本件に関するお問い合わせ 

保健所保健予防課 臨時接種担当課長 石川 TEL 042-785-4199 


